
（５）障害児支援の提供体制の整備等
＜成果目標と実績＞

ア　各市町村における整備状況（令和3年3月31日現在【市町村回答の集計】）※「○」…市町設置　「●」…圏域設置 　イ　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場
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1 市内33か所 1 市内25か所

児童発達支援センター 保育所等訪問支援 重心児を支援する児童発達支援 重心児を支援する放課後等デイ

愛知県合計 25 36 32

● 圏域で確保（豊川市）
R3年4月に設置済

圏域で確保（豊川市）

○

名古屋圏域（名古屋市） 1 市内11か所 1 市内23か所
田原市 R3年4月に設置済 R3年4月に設置済
蒲郡市 ○ ○

○
●
○豊川市 ○ ○ 市内3か所

児発セと合わせて検討圏域で設置予定
3

豊橋市 ○ ○

豊根村
東三河南部圏域 3

○
3

○
○

0

児発セと合わせて検討
3

児発セと合わせて検討
児発セと合わせて検討

設楽町

確保済

児発セと合わせて検討
児発セと合わせて検討
児発セと合わせて検討

東栄町 圏域で設置予定 児発セと合わせて検討
圏域で設置予定 児発セと合わせて検討

児発セと合わせて検討新城市 圏域で設置予定 児発セと合わせて検討 児発セと合わせて検討
0東三河北部圏域 0 0

高浜市 圏域で設置予定
令和2年4月設置済知立市 ○ ○ 令和2年4月設置済 ○

○西尾市 ○ ○
市内5か所 ○ 市内2か所安城市 ○ ○ ○
市内2か所 ○ 市内3か所刈谷市 ○ 市内2か所 ○ ○

碧南市 ○
3西三河南部西圏域 4 5 3

幸田町 ● 圏域で確保（岡崎市） ● 圏域で確保（岡崎市）
○岡崎市 ○ ○ ○
1西三河南部東圏域 2 2 1

圏域で確保（豊田市） ○みよし市 ● 圏域で確保（豊田市） ○ ●
市内2か所 ○ 市内3か所豊田市 ○ 市内3か所 ○ 市内2か所 ○

2西三河北部圏域 2 2 2

圏域2か所（半田市・東海市） ● 圏域8か所（半田市・東海市・大府市・知多市）武豊町 ○ 町内2か所 ●
圏域で確保（半田市） ● 圏域で確保（半田市）美浜町 ●

南知多町

＜　今後の取組方針　＞

東浦町
阿久比町

圏域で確保（東海市） ○知多市 ○ ○ ●
市内2か所 ○ 市内2か所大府市 ○ 市内2か所 ○ 市内3か所 ○

○ 市内3か所東海市 ○ ○ 市内2か所 ○

○ ○ 市内2か所半田市 ○ ○ 市内3か所
常滑市 ○

6知多半島圏域 5 5 6
扶桑町
大口町

○岩倉市 ○
○小牧市 ○ ○ 市内2か所 ○

江南市 ○ ○
○犬山市 ○ ○ ○
○春日井市 ○ 市内2か所 ○ 市内2か所
4尾張北部圏域 4 4 3
○ R2年6月設置済稲沢市 ○ ○

市内3か所 ○ 市内3か所一宮市 ○ 市内2か所 ○ 市内3か所 ○
2尾張西部圏域 1 2 2

東郷町
長久手市 R3年度に整備予定 ○
日進市 ○ ○

○豊明市 R4年度に整備予定 ○

○
○尾張旭市 ○ ○

3
○ 市内2か所瀬戸市 ○ ○

尾張東部圏域 3 5 3
圏域で確保（清須市） ● 圏域で確保（清須市）豊山町 ● 圏域で確保（清須市） ●
圏域で確保（清須市） ● 圏域で確保（清須市）北名古屋市 ● 圏域で確保（清須市） ●

○清須市 ○ ○
3尾張中部圏域 0 3 3

飛島村
圏域で確保（愛西市） ● 圏域で確保（愛西市）蟹江町 ●
圏域で確保（愛西市） ● 圏域で確保（愛西市）大治町 R3年度に整備予定 ● 圏域２か所（愛西市・あま市） ●
圏域で確保（愛西市） ● 圏域で確保（愛西市）あま市 R3年5月設置済 ○ ●

弥富市
○愛西市 R4年度に整備予定 ○ ○

津島市 ○ ●
5 5

● 圏域で確保（愛西市）圏域で確保（愛西市）

圏域・市町村名
設置済 備考 確保済 備考

海部圏域 0 4

＜　現状　＞

11圏域 100%

全市町村数（Ａ）
令和２年度末まで
に設置済み（Ｂ）

成果目標①

成果目標②

備考 確保済 備考

達成状況

未達成
（目標比：

46.2%）

未達成
（目標比：

66.6%）

11圏域

　（２）圏域

平成30年度末までに
協議の場を設置

目　標　値 令和2年度実績 達成状況

成果目標③

令和２年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業
所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確
保する。

32市町村（圏
域確保含む）
で確保
 ※詳細はア参
照

未達成
（目標比：

59.2%）（設定方法）
国の基本指針に即して設定。

一部未達成
（広域では目
標比：100%）
（市町村では

目標比：
92.5%）

（設定方法）
国の基本指針に即して設定。

　（３）市町村

成果目標④

平成３０年度末までに、県、各障害保健福祉圏域及び市町村において、医
療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける。

○

　（１）県

92.5% 4市町村

広域では設
置済み
 ※詳細はイ参
照

全圏域数（Ａ）
平成30年度末まで
に設置済みの圏域

数（Ｂ）

設置率
(B)/(A)

目　標　値

令和２年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置する。

（設定方法）
国の基本指針に即して設定。

令和２年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築
する。

（設定方法）
国の基本指針に即して設定。

令和２年度実績

25市町村（圏域
設置含む）で設
置
※詳細はア参照

36市町村（圏域
整備含む）で整
備
※詳細はア参照

○ 児童発達支援センターの設置については、令和２年度末現在で、25市町村で設置済みであり、46.2%の
進捗であった。
○ 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築や主に重症心身障害児を受け入れる児童発達支援及び放
課後等デイサービスの確保については、60％程度の進捗であった。
○ 医療的ケア児が適切な支援を受けられるための協議の場については、県及び圏域では100%設置されて
いるが、市町村単位では92.5%の進捗であった。

○ 未整備の市町村においては、現在自立支援協議会等において圏域での整備を含めて検討中のところが
多く、計画終了時期を見据えて検討を行っている状況が窺えた。
○ 医療的ケア児の適切な支援のための協議の場については、令和2年度末現在で92.5％の進捗であり、未
設置の4市町村すべてにおいて、令和3年度中の設置を検討あるいは予定している。
○ 今後市町村が各種整備を進めていく中で、効果的な整備方法や事業所確保のあり方等については、市
町村間での情報共有を図っていくとともに、計画期間中の確実な整備に向けて県でも支援を行っていく必要
があると考えられる。

○ 今後も、引き続き、障害保健福祉圏域ごとに設置している地域アドバイザーと連携し、障害保健福祉圏域
会議や市町村自立支援協議会などを通じて各市町村における取組状況を把握しながら、障害児支援体制
の構築を、市町村に働きかけていく。
○ また、整備済の事業所については、障害児に対し、質の高い発達支援が求められるため、市町村に支援
の質の向上と支援内容の適正化を図るよう働きかけていく。

＜　評価と分析　＞

設置率
(B)/(A)

令和３年度中
に協議の場を
設置検討・予

定

54市町村 50市町村


